
学校教育法施行規則                （ただし、下線は脇田による） 

第六章 高等学校                  

第二節 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等 

第九十条  高等学校の入学は、第七十八条の規定により送付された調査書その他必

要な書類、選抜のための学力検査（以下この条において「学力検査」という。）の成績

等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が許可する。  

２  学力検査は、特別の事情のあるときは、行わないことができる。  

３  調査書は、特別の事情のあるときは、入学者の選抜のための資料としないことがで

きる。  

４  連携型高等学校における入学者の選抜は、第七十五条第一項の規定により編成

する教育課程に係る連携型中学校の生徒については、調査書及び学力検査の成績

以外の資料により行うことができる。  

５  公立の高等学校に係る学力検査は、当該高等学校を設置する都道府県又は市町

村の教育委員会が行う。  

第九十一条  第一学年の途中又は第二学年以上に入学を許可される者は、相当年齢

に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。  

第九十二条  他の高等学校に転学を志望する生徒のあるときは、校長は、その事由を

具し、生徒の在学証明書その他必要な書類を転学先の校長に送付しなければならな

い。転学先の校長は、教育上支障がない場合には、転学を許可することができる。  

２  全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程相互の間の転学又は転籍につい

ては、修得した単位に応じて、相当学年に転入することができる。  

第九十三条  校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が外国の高等学校に留学す

ることを許可することができる。  



２  校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、外国の高等学

校における履修を高等学校における履修とみなし、三十六単位を超えない範囲で単

位の修得を認定することができる。  

３  校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、第百四条第一

項において準用する第五十九条又は第百四条第二項に規定する学年の途中におい

ても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。  

第九十四条  生徒が、休学又は退学をしようとするときは、校長の許可を受けなけれ

ばならない。  

第九十五条  学校教育法第五十七条 の規定により、高等学校入学に関し、中学校を

卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当

する者とする。  

一  外国において、学校教育における九年の課程を修了した者  

二  文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教

育施設の当該課程を修了した者  

三  文部科学大臣の指定した者  

四  就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 （昭和四十一年文部省令第

三十六号）により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者  

五  その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた

者  

第九十六条  校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たつては、高等

学校学習指導要領の定めるところにより、七十四単位以上を修得した者について行

わなければならない。ただし、第八十五条、第八十五条の二又は第八十六条の規定

により、高等学校の教育課程に関し第八十三条又は第八十四条の規定によらない場

合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより行うものとする。  


